
名古屋高等裁判所裁判官会議議事録

第1 開催日時 令和5年6月23日（金）午後4時

第2 開催場所 名古屋高等裁判所12階大会議室

第3 出 席 者 別紙出席者名簿のとおり

第4 議事の経過及び結果

1 付議事項

名古屋高等裁判所常置委員会規程の一部改正について、

料第1に記載のとおり、出席者全員一致で議決した。

2 承認を求める事項

次の事項について、出席者全員異議なく承認した。

（1）裁判官の配置の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第2の1に記載のとおり

（2）裁判事務の分配の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第2の2に記載のとおり

（3）司法行政事務の代理順序の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第2の3に記載のとおり

3 報告事項

次の事項について、報告を受けた。

（1）事件の回付について

別添の裁判官会議資料第3の1に記載のとおり

（2）裁判官の職務代行について

別添の裁判官会議資料第3の2に記載のとおり

（3）各種委員及び係裁判官の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第3の3に記載のとおり

（4）裁判官以外の裁判所職員の人事異動等について

別添の裁判官会議資



別添の裁判官会議資料第3の4に記載のとおり

（5）裁判官以外の裁判所職員の昇格等について

別添の裁判官会議資料第3の5に記載のとおり

（6）その他（文書開示）

別添の裁判官会議資料第3の6に記載のとおり

令和5年6月ユ？日

議事録作成者

裁判所事務官

議 長

高等裁判所長官



(別紙）

出席者名簿

裁判官会議構成員

（本庁） 高裁長官

1I

一 洋

恭 弘

隆

眞知子

愼 治

信 宏

徹

三保子

健 夫

万起子

英 司

明 広

和 彦

高 広

恭 子

智 子

克 明

理 佳

真理子

泰 友

隆 彦

恵 子

智

哲 治

弘 章

尚 弘

耕 司

智 道

剛 史

うらら

八 木

長谷川

後 藤

後 藤

杉 山

片 田

松 村

田 邊

筒 井

山 本

上 杉

寺 本

金 谷

細 野

入 江

澤 村

入 江

溝 口

内 山

三 橋

飯 塚
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(金沢支部）

構成員以外の者 事務局次長

亨
明
行
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坂 口

原 田

神 谷

南 出

2

民事首席書記官

刑事首席書記官

総務課長

秀
良



令和5年6月23日（金）開催

|裁判官会議資料

名古屋高等裁判所
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第1 付議事項

別紙第1のとおり

第2 承認を求める事項

1 裁判官の配置の定めの－部変更について

（1）令和5年1月10日から、次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕

新旧 ’
－－I

1 本庁

民事第3部
1 本庁

晃事第3部

我判長 判 事
判 事

判 事

判 事

|民事第

|裁判長
'

土 田 昭 彦

山 本 万起子

西 野 光 子

秋 吉 信 彦

裁判長 判 事 野 圧 彦（兼務）永

判 事

判 事

判 事

本
野
吉

万起子

光 子

信 彦

山
西
秋

（2）令和5年1月23日から、次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕

１
１
１
『
’
’

一
一

一
一一一一一一新旧

1 本庁

民事第3部
1 本庁
民事第3部

裁判長 判

判

判

判

(兼務）永 野 圧 彦

山 本 万起子

西 野 光 子

秋 吉 信 彦

事
事
事
事

裁判長 判 事 片 田 信 宏

判 事

判 事

判 事

本
野
吉

｜

子
子
彦
一

起万
光
信
一

山
西
秋

’
1

（3）令和5年2月1日から、次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕

新旧

2 金沢支部

第1部（民事）

裁判長 判 事

2 金沢支部

第1部（民事）

裁判長 判 事

判 事

判 事
判 事

判 事
判 事

吉 田 尚 弘

森 浩 史

山 田 耕 司

加 藤 靖

平 野 剛 史

南 うらら

吉 田 尚 弘

(代行） 事
事
事
事

山 田 耕 司

加 藤 靖

平 野 剛 史

南 うらら

判
判
判
判

(刑事）

判 事

判 事

第2部（刑事）

裁判長 判 事

第2部

裁判長 山 田 耕 司

森 浩 史

耕 司山 田

(代行）

－1－



｜
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平
南

事
事
事

靖
史
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ｂ

ｌ剛
う

ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
１
１

半
半
半

加
平
南

藤
野

靖
史
ら一
ｂ

ｌｍ
岡
一
つ

事
事
事

判
判
判

（4）令和5年2月21日から、次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕

麺一一旧 I

1 本庁

民事第4部
1 本庁

民事第4部

裁判長 判

判

判

判

永 野 圧 彦
真 田 尚 美
内 山 真理子

飯 塚 隆 彦

事
事
事
事

事
事
事

事 筒 井 健 夫|裁判長 判 事
事
事

真 田
内 山

飯 塚

美
子
彦

理

尚
真
隆

判
判
判

特別部

裁判長 判 事 團 藤 丈 士
特別部

裁判長 團 藤

永 野

長谷川

丈 士

圧 彦

恭 弘

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
１
１
ｉ
Ｉ
１
１
ｌ

半
半
半
半
半
半
半
半

判 事 長谷川 恭 弘

’
判 事 杉 山 愼 治杉 山

田 邊

後 藤

山 本

澤 村

愼 治

事
事
事
事
事

判 事 片 信 宏三保子

眞知子

万起子

智 子

叩叩一

田 邊
後 藤

山 本

澤 村

事
事
事
事

三保子

眞知子

万起子

智 子

判
判
判
判

’

（5）令和5年2月27日から、次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕
’

’ 新旧

｜

口
1 本庁

刑事第2部

裁判長 判

判

1 本庁

刑事第2部

裁判長 判 事
判 事

判 事

判 事

判 事

事
事

邊
藤
飼
瀬
田

田 邊 三

後 藤 眞

鵜 飼 祐

海 瀬 弘

須 田 腱

三保子

眞知子

祐 充（代行）

保子

知子

田
後
鵜事
事
事

充
章
嗣

判
判
判

海
須

章
嗣

弘
健

I

’
1

．.》

一 乙 一



（6）令和5年4月1日から、次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕
「一－
I

’ 新

1 本庁

民事第1部

裁判長 判 事 松 村 徹
判 事 入 江 克 明

判 事 溝 口 理 佳

旧

1 本庁

民事第1部

裁判長 判 事
判 事

判 事

判 事

松 村 徹
入 江 克 明

溝 口 理 佳

片 山 博 仁

判 事 本 松 智

民事第2部

裁判長 判 事 長谷川
民事第2部

裁判長 判

判

判

事
事
事

恭 弘

明 広

敦 子

恭 弘長谷川

寺 本
松 田

判 事 上 杉 英 司
判 事 鳥 居 俊 一

判 事
判 事

寺 本

松 田

明 広

敦 子（代行）
判 事 亀 村 恵 子

民事第3部
裁判長 判

判

判

判

片
山

部３第
事
事

事民
判
判

事
事
事
事

宏
子
子
彦

起
信
万
光
信

田
本
野
吉

片
山
西
秋

裁判長

宏
子起

信
万

田
本

判 事 秋 吉 信 彦

判 皇 橋 泰 友三

判 事 大 原 折
E。

啓疸一

民事第4部
裁判長 判 事

判 事
判 事

判 事

民事第4部
裁判長 判 事筒 井 健 夫

真 田 尚 美

内 山 真理子

飯 塚 隆 彦

筒 井 健 夫

判 事 金 谷 和 彦事
事 真理子

隆 彦

判
判 内 山

飯 塚

刑事第1部

裁判長 判 事

判 事

。 判 事

判 事
判 事

刑事第1部

裁判長 判 事 杉 山 愼 治杉 山 愼 治
田 中 聖 浩

内 山 孝 一

谷 口 吉 伸

須 田 健 嗣（兼務）

fL_臺 －後 藤 隆

劉一裏‐入 江 恭 子
判 事 谷 口 吉 伸

刑事第2

裁判長

部

判 事

判 事
判 事

判 事

判 事

刑事第2部
裁判長 判 事

判 事
判 事

田 邊 三保子
後 藤 眞知子

鵜 飼 祐 充
海 瀬 弘 章

須 田 健 嗣

田 邊
後 藤

鵜 飼

三保子

眞知子

祐 充（代行）(代行）

事判 細 野 高 広

事 海 瀬 弘 章
I

判

一 q 一
J



特別部
裁判長

特別部

裁判長 長 官

判 事
判 事

判 事

判 事

判 事

判 事
判 事

團 藤 丈 士

長谷川 恭 弘

杉 山 愼 治

片 田 信 宏

田 邊 三保子

後 藤 眞知子

山 本 万起子

澤 村 智 子

團 藤 丈 士

長谷川 恭 弘

杉 山 愼 治

片 田 信 宏

田 邊 三保子

長 官

判 事

判 事
判 事

判 事

事 後 藤判 隆

事
事

１
１

１
ｌ

半
半 山 本 万起子

澤 村 智 子

2 金沢支部

第1部（民事）
裁判長 判 事

判 事

判 事

判 事

判 事

2 金沢支部

第1部（民事）

裁判長 判 事

判 事

吉 田 尚 弘

山 田 耕 司

加 藤 靖

平 野 剛 史

南 うらら

吉
山 田 尚 弘

田 耕 司

判 事 升 川 智 道事
事 岡l1史

一 畠 ～

つjっ1つ

判
判 平 野

南

第2部（刑事）
裁判長 判 事

第2部（刑事）
裁判長 判 事

判 事
判 事

判 事

山 田 耕 司

加 藤 靖
平 野 剛 史

南 うらら

田 耕 司山

判 事 升 川 智 道

判 事

判 事

平 野

南

岡11史
一 ～ ～

つ ら'っ

（7）令和5年4月28日から、次のとおり変更した‘

〔第1 裁判官の配置〕

新旧

'1 本庁

|特別部
1 本庁

特別部官
事
事
事
事
事
事
事

團 藤

長谷川

裁判長

長
判
判
判
判
判
判
判

士
弘
治

丈
恭
愼 裁判長 長 官 八 木 － 洋

ｌｌＩＩＩＩ４Ｉｌ‐ＩｌｌＩＩｌＩｆｊｉ０Ｉ１ＩｌｌＩＩ１ｌ１ｌ１Ｉｌｌ１１４１１，１１１１一

杉
片
田
後
山
澤

事
事
事
事
事
事
事

山
田
邊
藤
本
村

判 長谷川 恭 弘

宏 杉 山

片 田

田 邊

後 藤

山 本

澤 村

治
宏
子
隆
子
子

保
起

愼
信
三

方
智

宏
子
隆

保
信
三

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
１
１
１
ｌ

半
半
半
半
半
半

万起子

智 子

－4－



（8）令和5年5月13日から、次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕

新I|8

1 本庁

民事第3部

裁判長 判
判

1 本庁

民事第3

裁判長

3部

判 事

判 事

判 事
判 事

判 事

宏
子
彦
友
治

起
信
万
信
泰
哲

田
本
吉
橋
原

片
山
秋
三
大

事
事

片
山

宏
子起

信
方

田
本

事
事 橋 泰

原 哲

友
治

判
判 三

大

（9）令和5年6月10日から､ 次のとおり変更した。

〔第1 裁判官の配置〕

新 ’旧

1 本庁

民事第2部
裁判長 判

判

1 本庁

民事第2

裁判長

2部

判 事
判 事
判 事

判 事

判 事

判 事

事
事

恭
英長谷川

上 杉
長谷川 恭 弘

上 杉 英 司
鳥 居 俊 一

寺 本 明 広

松 田 敦 子
亀 村 恵 子

弘
司

事
事
事

広

子（代行）

子

判
判
判

寺
松
亀

本
田
村

明
敦
惠(代行）

2 裁判事務の分配の定めの一部変更について

（1）令和5年4月1日から、次のとおり変更した。

〔第2 裁判事務の分配〕

新旧
I

に一禾芹一一一一1 本庁 2 本庁

（1）民事及び行政に関する事件の分配 （1）民事及び行政に関する事件の分配

ア 上告事件は、受付順に従い、民事各部 ア 上告事件は、受付順に従い、民事各部

に順次分配する。 に順次分配する。

イ 控訴事件は、 イ 控訴事件は、

（ア）一般民事控訴事件 （ア）一般民事控訴事件

（イ）労働関係民事控訴事件 （イ）労働関係民事控訴事件

（ウ）行政控訴事件 （ウ）行政控訴事件

の各種別ごとに、事件記録の重量が5キ の各種別ごとに、事件記録の重量が5キ

ログラム未満のもの、5キログラム以上 口グラム未満のもの、5キログラム以上

15キログラム未満のもの及び15キ 15キログラム未満のもの及び15キ

ログラム以上40キログラム未満のも 口グラム以上40キログラム未満のも

のに区分し、種別及び区分ごとに、受付 のに区分し、種別及び区分ごとに、受付

I

－5－



順に従い、民事各部に順次分配する。4

0キログラム以上のものは、上記種別に

関わりなく、受付順に従い、民事各部に

順次分配する。ただし、控訴状が当庁に

提出されたときは、以上の定めとは別に

民事各部に順次分配する。

ウ 第一審事件は、次の種別ごとに、受付

順に従い、民事各部に順次分配する。

（ア）選挙に関する訴訟事件

（イ）その他の行政訴訟事件

（ウ）人身保護請求事件

工 抗告事件は、次の種別ごとに、受付順

に従い、民事各部に順次分配する。ただ

し、抗告状が当庁に提出された事件は、

これとは別に民事各部に順次分配する。

また、審判前の保全処分に対する抗告事

件とその本案審判に対する抗告事件は、

両事件を同一日に受け付けた場合に限

り、両事件を同一の部に分配する。

（ア）民事抗告事件（再抗告事件を含む。

ただし、遺産分割審判事件に対するもの

（以下「遺産分割抗告事件」という。）を

除く。）

（イ) 遺産分割抗告事件

（ウ）行政抗告事件

（工）民事及び行政に関する事件について

生じた法廷等の秩序維持に関する法律

違反事件の抗告事件

オ －の部に分配した上告、控訴及び抗告

の事件と原裁判(追加裁判を含む。）を同

じくする後に受理した上告、控訴、抗告

及び高等裁判所が第一審として行う家事

審判の事件並びにこれらの事件に対する

当事者参加申立、反訴及び選定者に係る

請求の追加事件は、アから工までの定め

にかかわらず、最初に分配を受けた部に

分配する。この場合においては、事件の

分配上は件数として数えない。

順に従い、民事各部に1l頂次分配する。4

0キログラム以上のものは、上記種別に

関わりなく、受付順に従い、民事各部に

順次分配する。ただし、控訴状が当庁に

提出されたときは､以上の定めとは別に｜
民事各部に順次分配する。

ウ 第一審事件は、次の種別ごとに、受付

順に従い、民事各部に順次分配する。

（ア）選挙に関する訴訟事件

（イ）その他の行政訴訟事件

（ウ）人身保護請求事件

工 抗告事件は、次の種別ごとに､ 受付順｜
に従い、民事各部に順次分配する。ただ’
し、抗告状が当庁に提出された事件は、｜

これとは別に民事各部に順次分配する。｜

また､ 審判前の保全処分に対する抗告事｜

件とその本案審判に対する抗告事件は、｜

両事件を同一日に受け付けた場合に限

り、両事件を同一の部に分配する。

（ア）民事抗告事件（再抗告事件を含む。卜

ただし、遺産分割審判事件に対するもの

（以下「遺産分割抗告事件」という。）を

除く。）

（イ）遺産分割抗告事件

（ウ）行政抗告事件

（工）民事及び行政に関する事件について｜

生じた法廷等の秩序維持に関する法律

違反事件の抗告事件

ｵ ｰの部に分配した上告､控訴及び抗告
の事件と原裁判(追加裁判を含む｡）を同
じくする後に受理した上告、控訴、抗告｜

及び高等裁判所が第一審として行う家事

審判の事件並びにこれらの事件に対する

当事者参加申立、反訴及び選定者に係る

請求の追加事件は、アから工までの定め

にかかわらず、最初に分配を受けた部に

分配する。この場合においては、事件の

分配上は件数として数えない。
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力 家事事件手続法274条3項により事

件を調停に付した上、自ら処理すること

とした家事調停事件は、調停に付した部

に分配する。この場合においては、当該

部の一人の裁判官を同条4項の裁判官と

する。

キ 再審事件（準再審事件を含む。以下同

じ。）は、原裁判をした部に分配する。

ク 差戻事件は、事件記録の重量が5キロ

グラム未満のものと5キログラム以上の

ものに区分し、区分ごとに、受付順に従

い、民事各部に順次分配する。ただし、

これによって定まる部が当該事件の原裁

判をした部であるときは、次順位の部に

分配し、後者が直近に受けるべき同一区

分に属する差戻事件を前者に分配する。

ケ 民事部の裁判官又は書記官に関する除

斥及び忌避の申立事件は、当該裁判官又

は書記官の属する部の次順位の民事部に

分配する。

． 民事及び行政に関する事件について生

じた法廷等の秩序維持に関する法律違反

事件の異議申立事件は、原裁判をした部

又は原裁判をした裁判官の属する部の次

順位の民事部に分配する。

サ その他の事件は、これに関連する本案

事件が係属し、又は終局した部に分配す

る。ただし、本案事件の係属する部が未

定のものは、受付順に従い、民事各部に

順次分配する。

シ エの定めにかかわらず、令和5年4月

1日以降受け付けた工（ア）の抗告事件

力 家事事件手続法274条3項により事

件を調停に付した上、自ら処理すること

とした家事調停事件は、調停に付した部

に分配する。この場合においては、当該

部の一人の裁判官を同条4項の裁判官と

する。

キ 再審事件 (準再審事件を含む。以下同

じ。）は、原裁判をした部に分配する。

ク 差戻事件は、事件記録の重量が5キロ

グラム未満のものと5キログラム以上の

ものに区分し、区分ごとに、受付順に従

い、民事各部に順次分配する。ただし、

これによって定まる部が当該事件の原裁

判をした部であるときは、次順位の部に

分配し、後者が直近に受けるべき同一区

分に属する差戻事件を前者に分配する。

ケ 民事部の裁判官又は書記官に関する除

斥及び忌避の申立事件は、当該裁判官又

は書記官の属する部の次順位の民事部に

分配する。

． 民事及び行政に閨する事件について生

じた法廷等の秩序維持に関する法律違反

事件の異議申立事件は、原裁判をした部

又は原裁判をした裁判官の属する部の次

順位の民事部に分配する。

サ その他の事件は、これに関連する本案

事件が係属し、又は終局した部に分配す

る。ただし、本案事件の係属する部が未

定のものは、受付||頂に従い、民事各部に

順次分配する。

し

受付順に従い、は、受付順に従い、民事第1部、民事第i

2部及び民事第4部に各25分の6良｜
事第3部に25分の7の割合で､順溺’’
配する。 ｜
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（2）令和5年5月13日から、次のとおり変更した。

〔第2 裁判事務の分配〕

新 I||巳

2 本庁
（1）民事及び行政に関する事件の分配

ア 上告事件は、受付順に従い、民事各部｜
に順次分配する。

イ 控訴事件は、

2 本庁

（1）民事及び行政に関する事件の分配
ア 上告事件は、受付順に従い、民事各部
に順次分配する。

イ 控訴事件は、
(ア）一般民事控訴事件
(イ）労働関係民事控訴事件

(ウ）行政控訴事件

の各種別ごとに、事件記録の重量が5
キログラム未満のもの、5キログラム
以上15キログラム未満のもの及び

15キログラム以上40キログラム

未満のものに区分し、種別及び区分ご

とに、受付順に従い、民事各部に順次
分配する。40キログラム以上のもの

は、上記種別に関わりなく、受付順に

従い、民事各部に順次分配する。ただ
し、控訴状が当庁に提出されたときは

（ア）一般民事控訴事件

（イ）労働関係民事控訴事件
（ウ）行政控訴事件

の各種別ごとに、事件記録の重量が5
キログラム未満のもの、5キログラム
以上15キログラム未満のもの及び

15キログラム以上40キログラム
未満のものに区分し、種別及び区分ご
とに、受付順に従い、民事各部に順次
分配する。40キログラム以上のもの
は、上記種別に関わりなく、受付順に

従い、民事各部に順次分配する。ただ
し、控訴状が当庁に提出されたときは
、以上の定めとは別に民事各部に順次
分配する。

ウ 第一審事件は、次の種別ごとに、受付
順に従い、民事各部に順次分配する。
（ア）選挙に関する訴訟事件

（イ）その他の行政訴訟事件
（ウ）人身保護請求事件

工 抗告事件は、次の種別ごとに、受付順
に従い、民事各部に順次分配する。ただ
し、抗告状が当庁に提出された事件は、

これとは別に民事各部に順次分配する。
また、審判前の保全処分に対する抗告事
件とその本案審判に対する抗告事件は、
両事件を同一日に受け付けた場合に限り
、両事件を同一の部に分配する。
（ア）民事抗告事件（再抗告事件を含む。

ただし、遺産分割審判事件に対するも
の（以下「遺産分割抗告事件」という
。）を除く。）

（イ）遺産分割抗告事件
（ウ）行政抗告事件
（工）民事及び行政に関する事件について

生じた法廷等の秩序維持に関する法律
違反事件の抗告事件

オ －の部に分配した上告、控訴及び抗告

の事件と原裁判(追加裁判を含む。）を同

じくする後に受理した上告、控訴、抗告
及び高等裁判所が第一審として行う家事
審判の事件並びにこれらの事件に対する

ただI

当庁に提出されたときは’

以上の定めとは別に民事各部に順次’
分配する。

ウ 第一審事件は、次の種別ごとに、受付
順に従い、民事各部に順次分配する。

（ア）選挙に関する訴訟事件

（イ）その他の行政訴訟事件
（ウ）人身保護請求事件

工 抗告事件は、次の種別ごとに、受付順
に従い、民事各部に順次分配する。ただ
し、抗告状が当庁に提出された事件は、

これとは別に民事各部に順次分配する。
また、審判前の保全処分に対する抗告事
件とその本案審判に対する抗告事件は、

両事件を同一日に受け付けた場合に限り
、両事件を同一の部に分配する。

（ア）民事抗告事件（再抗告事件を含む。

ただし、遺産分割審判事件に対するも
の（以下「遺産分割抗告事件」という
。）を除く。）

（イ）遺産分割抗告事件
（ウ）行政抗告事件
（工）民事及び行政に関する事件について

I

l

l
l

生じた法廷等の秩序維持に関する法律’
違反事件の抗告事件

オ －の部に分配した上告、控訴及び抗告

の事件と原裁判(追加裁判を含む。）を同
じくする後に受理した上告、控訴、抗告
及び高等裁判所が第一審として行う家事
審判の事件並びにこれらの事件に対する

’
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当事者参加申立、反訴及び選定者に係る
請求の追加事件は、アからエまでの定め
にかかわらず、最初に分配を受けた部に

分配する。この場合においては、事件の
分配上は件数として数えない。

力 家事事件手続法274条3項により事

件を調停に付した上、自ら処理すること
とした家事調停事件は、調停に付した部

に分配する。この場合においては、当該
部の－人の裁判官を同条4項の裁判官と

する。

キ 再審事件（準再審事件を含む。以下同

じ。）は、原裁判をした部に分配する。

ク 差戻事件は、事件記録の重量が5キロ
グラム未満のものと5キログラム以上の；

ものに区分し､区分ごとに、受付順に従
い、民事各部に順次分配する。ただし、

これによって定まる部が当該事件の原裁
判をした部であるときは、次順位の部に

分配し、後者が直近に受けるべき同一区

分に属する差戻事件を前者に分配する。
ケ 民事部の裁判官又は書記官に関する除’
斥及び忌避の申立事件は、当該裁判官又｜
は書記官の属する部の次順位の民事部に｜
分配する｡

． 民事及び行政に関する事件について生I

じた法廷等の秩序維持に関する法律違反｜
事件の異議申立事件は、原裁判をした部｜
又は原裁判をした裁判官の属する部の次，
順位の民事部に分配する。

サ その他の事件は、これに関連する本案

事件が係属し、又は終局した部に分配す，
る。ただし、本案事件の係属する部が未

定のものは、受付順に従い、民事各部に，
順次分配する。

当事者参加申立、反訴及び選定者に係る｜
請求の追加事件は、アから工までの定め｜
にかかわらず、最初に分配を受けた部に｜
分配する。この場合においては、事件の｜
分配上は件数として数えない。

家事事件手続法274条3項により事
件を調停に付した上、自ら処理すること
とした家事調停事件は、調停に付した部
に分配する。この場合においては、当該
部の－人の裁判官を同条4項の裁判官と
する。

再審事件（準再審事件を含む。以下同
じ。）は、原裁判をした部に分配する。
差戻事件は、事件記録の重量が5キロ
グラム未満のものと5キログラム以上の
ものに区分し、区分ごとに、受付順に従

い、民事各部に順次分配する。ただし、

これによって定まる部が当該事件の原裁
判をした部であるときは、次順位の部に
分配し、後者が直近に受けるべき同一区
分に属する差戻事件を前者に分配する。
民事部の裁判官又は書記官に関する除

斥及び忌避の申立事件は、当該裁判官又
は書記官の属する部の次順位の民事部に
分配する。

民事及び行政に関する事件について生
じた法廷等の秩序維持に関する法律違反
事件の異議申立事件は、原裁判をした部

又は原裁判をした裁判官の属する部の次
順位の民事部に分配する。

その他の事件は、これに関連する本案

事件が係属し、又は終局した部に分配す
る。ただし、本案事件の係属する部が未
定のものは、受付順に従い、民事各部に
順次分配する。

工の定めにかかわらず、令和5年4月
1日以降受け付けたエ（ア）の抗告事件

は、受付順に従い、民事第1部、民事第1
2部及び民事第4部に各25分の6，民
事第3部に25分の7の割合で、順次分I

力

キ

ク

ケ

■I

サ

I

シ

"'‘.'"'..←'~,診､.~~""ー~一ー一I

配する。 ｜
I
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3 司法行政事務の代理順序の定めの一部変更について

（1）令和5年2月21日から、次のとおり変更した。

〔第5 司法行政事務の代理順序〕

新旧
｜

’
1 長官に差し支えがあるときの代理順序 ’1 長官に差し支えがあるときの代理順序

事 永 野

事 杉 山

彦
治第1順位

第2順位

判
判

圧
愼 事
一
事第1順位

第2順位

判
判 長谷川

杉 山

恭
一
愼 弘｜斐但

（2）令和5年4月1日から、次のとおり変更した。

〔第5 司法行政事務の代理順序〕

|日’ 新

h

金沢支部長に差し支えがあるときの代理順’'2 金沢支部長に差し支えがあるときの代理順
序

第1順位 判 事 山 田 耕 司
第2順位 判 事 加 藤 靖

2

序

第1順位 判 事 山 田 耕 司

第2順位 判 事 升 川 智 道
1，

1
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報告事項

事件の回付について

別紙第2のとおり

第3
1

2 裁判官の職務代行について

別紙第3のとおり

3 各種委員及び係裁判官の定めの一部変更について

別紙第4のとおり

4 裁判官以外の裁判所職員の人事異動等について

別紙第5のとおり

5 裁判官以外の裁判所職員の昇格について

別紙第6のとおり

その他

別紙第7のとおり

6
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(別紙第1）

◎
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号

第
四
条
第
三
項
中
、
「
書
面
で
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
用
い
て
」
に
改
め
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日

名
古
屋
高
等
裁
判
所
常
置
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

名
古
屋
高
等
裁
判
所
常
置
委
員
会
規
程
（
平
成
四
年
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

名
古
屋
高
等
裁
判
所
常
置
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

附

則

名
古

屋
高

等
裁

名
古

屋
高

等
裁

判

所
長

官

判

所



令
和
五
年
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
一
号

名
古
屋
高
等
裁
判
所
常
置
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

い
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
明
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

緊
急
の
事
情
の
た
め
常
置
委
員
に
よ
る
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
意
見
聴
取
方
法
に
つ
き
、
電
磁
的
記
録
を
用

理
由

、

（
令
和
五
年
六
月
二
三
日
裁
判
官
会
議
）



一

第
四
条

（
略
）

２
（
略
）

３
緊
急
の
事
情
の
た
め
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い

○
名
古
屋
高
等
裁
判
所
常
置
委
員
会
規
程
（
平
成
四
年
名
古
屋
高
等
裁
判
所
規
程
第
五
号
）

聴
き
、
議
事
を
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
（
略
）

場
合
に
は
、

書
面

名
古
屋
高
等
裁
判
所
常
置
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

又
は
電
磁
的
記
録
を
用
い
て

新

意
見
を

第
四
条

（
略
）

２
（
略
）

３
緊
急
の
事
情
の
た
め
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
は
、
書
面
で
意
見
を
聴
き
、
議
事
を
決
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
各
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。

４
（
略
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

II



(別紙第2）

回付事件一覧

事件名等決定日 係属庁 回付先

保釈請求却下決定に対する異議申立事件

（金沢支部’ ｜）
金沢支部

第1部
令和5年
6月19日

本庁
刑事第2部



(別紙第3）

裁判官の職務代行について

職務代行期間

氏 名職 務 代 行 庁 新 官 職 現 官 職 発令庁発令日

始期 終期

名古屋地家岡崎支判事

補･岡崎簡裁判事
中 村 瑞 貴津地裁判事補 高裁R5.2.1 3 R5.2.28R5.2.13

津地家四日市支判事(支

部長)･四日市簡裁判事
(司掌者）

R5.2.27

( R5.4.9)

R5.2.27

(R5.4.9)
鵜 飼 祐 充名古屋高判事 高裁R5.6.30

名古屋地判事(部総括)。
名古屋簡裁判事

宮 本 聡 高裁名古屋家判事 R5.2.22 R5.3.3 1R5.2.22

名古屋地判事･名古屋簡

裁判事
遠 藤 圭 一 郎 高裁名古屋家判事 R5.3.1 R5.3.31R5.3.1

名古屋地判事｡名古屋簡
裁判事

西 前 征 志名古屋家判事 高裁R5.3.1 R5．3．31R5．3．1

’名古屋地判事(部総括）
名古屋簡裁判事

坂 本 好 司 高裁名古屋家判事 R5.3.1 R5．3．31R5.3.1

名古屋地判事補･名古屋

簡裁判事
藤 田 暘 平名古屋家判事補 高裁R5.3.1 R5.3.31R5．3．1

名古屋地判事･名古屋簡

裁判事
棚 村 治 邦 高裁名古屋家判事 R5.3.1 R5．3．31R5．3．1

名古屋地判事･名古屋簡
裁判事

戸 崎 涼 子名古屋家判事 高裁R5.3.1 R5.3.31R5.3.1

名古屋地判事･名古屋簡

裁判事
藤 根 桃 世 高裁名古屋家判事 R5.3.1 R5.3.3 1R5.3.1

岐阜地家裁判事(部総

括)･岐阜簡裁判事
松 田 敦 子 高裁R5.4.1 1名古屋高判事 R5．41 R5.6.30

名古屋地豐橋支

判事･豊橋簡裁判

事

名古屋高判事･名古屋簡
裁判事

大 原 哲 治 高裁R5.4.1 R59.30R5.4.1

名古屋家豐橋支

判事･豊橋簡裁判
事

名古屋高判事･名古屋簡

裁判事
大 原 哲 治 高裁R5.4.1 R5.9.30R5．4．1

津地四日市支判

事

名古屋高金沢支判事･金

沢簡裁判事
升 川 智 道 高裁R5.4.1 R5.4.1 R5.4.30

名古屋地豐橋支判事･豊

橋簡裁判事
山 本 健 一津地家判事 高裁R5.4.1R5.4.1 R5.6.30

名古屋高判事･名古屋簡

裁判事

名古屋地一宮支(支部

長)｡一宮簡裁判事

R5.4.1

(R5.6.10)

R5．4．1

(R5.6.10)
岐阜地判事 鳥 居 俊 一 高裁R5.6‘30

名古屋地判事(部総括)・

名古屋厩裁判事
岐阜地判事 横 井 健 太 郎 高裁R5．5．13 R5,5.13 R5.8,31



(別紙第4）

各種委員及び係裁判官の定めの一部変更について

1 令和5年1月10日から、次のとおり変更した。

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

新旧

1 常置委員

常置委員規程2条1項1，2号の委員

委員長 長 官 團 藤 丈 士

判 事 永 野 圧 彦

判 事 長谷川 恭 弘
判 事 杉 山 愼 治

1 常置委員

常置委員規程2条1項1，2号の委員
委員長 長 官 團 藤 丈 士

判 事 永 野 圧 彦
判 事 長谷川 恭 弘

判 事 杉 山 愼 治

判 事 土 田 昭 彦
判 事 松 村 徹
判 事 田 邊 三保子

常置委員規程2条1項3号の委員

判 事 寺 本 明 広

判 事 谷 口 吉 伸
常置委員規程2条1項4号の委員

支部長 吉 田 尚 弘

判 事 松 村 徹

判 事 田 邊 三保子
常置委員規程2条1項3号の委員

判 事 寺 本 明 広

判 事 谷 口 吉 伸

常置委員規程2条1項4号の委員
支部長 吉 田 尚 弘

2 判例委員会

委員長 長 官

委 員 判 事

同 判 事

同 判 事

2 判例委員会

委員長 長 官

委 員 判 事
同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

幹 事 判 事

同 半'’事
同 半'’ 事

團 藤 丈 士

永 野 圧 彦

長谷川 恭 弘

杉 山 愼 治

團 藤 丈 士

永 野 圧 彦

長谷川 恭 弘

杉 山 愼 治

土 田 昭 彦

吉 田 尚 弘(金沢支部）
松 村 徹

田 邊 三保子

入 江 克 明

後 藤 眞知子

澤 村 智 子(事務局長）
溝 口 理 佳

事
事
事
事
事
事
事

吉 田 尚 弘

松 村 徹

田 邊 三保子
入 江 克 明

後 藤 眞知子

澤 村 智 子

溝 ロ 理 佳

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
１
１
１
１
１
１

半
半
半
半
半
半
半

(金沢支部）

事

同
同
同
同
幹
同
同 (事務局長）

2 令和5年1月23日から、次のとおり変更した。

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

’ 新旧
’

1 常置委員

常置委員規程2

委員長 長 官

判 事

判 事

判 事

半ll事

1 常置委員

常置委員規程2条1項1

1委員長 長 官 團 藤

判 事 永 野

判 事 長谷川

判 事 杉 山

条1項1，

團 藤

永 野

長谷川

杉 山

2号の委員

丈 士

圧 彦

恭 弘

愼 治

2号の委員

丈 士

圧 彦

恭 弘

愼 治
村 徹 事松 判 片 田 宏信



松 村 徹
田 邊 三保子

項3号の委員

寺 本 明 広

谷 ロ 吉 伸

項4号の委員

吉 田 尚 弘

判 事 田 邊 三保子

|常置委員規程2条'項3号の委員判 事 寺 本 明 広

'常置委員規程2条頓4号の委員
判 事 谷 口 吉 伸

支部長 吉 田 尚 弘

判 事

判 事

常置委員規程2条1
判 事

判 事

常置委員規程2条1
支部長

2 判例委員会

委員長 長 官

委 員 判 事
同 判 事

同 判 事

2 判例委員会

委員長 長 官

委 員 判 事
同 判 事
同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

幹 事 半'’事

同 判 事

同 判 事

團 藤 丈 士

永 野 圧 彦

長谷川 恭 弘

杉 山 愼 治

團 藤 丈 士

永 野 圧 彦

長谷川 恭 弘

杉 山 愼 治

吉 田 尚 弘(金沢支部）

松 村 徹
田 邊 三保子

入 江 克 明

後 藤 眞知子

澤 村 智 子(事務局長）

溝 口 理 佳

事 片 田 信判 宏目 事
事
事
事
事
事
事

吉 田 尚 弘(金

松 村 徹

田 邊 三保子
入 江 克 明

後 藤 眞知子

澤 村 智 子(事
溝 口 理 佳

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
１
１
１
１
１
１

半
半
半
半
半
半
半

沢支部）

事

同
同
同
同
幹
同
同 務局長）

3 令和5年2月21日から、次のとおり変更した。

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

旧

Ｆ
１
，
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ

新

1 常置委員

常置委員規程2条1項1，2号の委員
委員長 長 官 團 藤 丈 士

常置委員1

常置委員規程2条1項1，2号の委員

委員長 長 官 團 藤 丈 士
判 事 永 野 圧 彦
判 事 長谷川 恭 弘

判 事 杉 山 愼 治

判 事 片 田 信 宏

判 事 松 村 徹
半l1事 田 邊 三保子

常置委員規程2条1項3号の委員

判 事 寺 本 明 広

判 事 谷 口 吉 伸

常置委員規程2条1項4号の委員

支部長 吉 田 尚 弘

事
事
事
事
事
事
２
事
事

長谷川 恭 弘

杉 山 愼 治
片 田 信 宏

松 村 徹

田 邊 三保子
筒 井 健 夫

条1項3号の委員

寺 本 明 広

判
判
判
判
判
判
規
判
判

’

常置委員 程

判 事 谷 口 吉 伸

常置委員規程2条1項4号の委員
支部長 吉 田 尚 弘

2 判例委員会

委員長 長 官

2 判例委員会

委員長 長 官

委 員 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

團 藤 丈 士團 藤 丈 士

永 野 圧 彦

長谷川 恭 弘

杉 山 愼 治

片 田 信 宏

松 村 徹

委 員

事
事
事
事
一

判
判
判
判

長谷川

杉 山

片 田

松 村

恭
愼
信

弘
治
宏
徹

同
同
同

-1-



事
事
薑
事
事
事
事

田 邊

吉 田

入 江

後 藤

澤 村

溝 口

事
事
事
事
事
事

三保子

尚 弘(金沢支部）

克 明

眞知子

智 子(事務局長）

理 佳

｜

事

同
同
同
同
幹
同
同

Ｉ
１
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

半
半
半
一
半
半
半
半

三保子

尚 弘

健 夫

克 明

眞知子

智 子

理 佳

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

半
半
半
〒
半
半
‐
半

事

同
同
同
幹
同
同

(金沢支部）

(事務局長）

’
I －

4 令和5年4月1日から、次のとおり変更した。

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

新旧
申

1 常置委員1 常置委員

委員長 長 官 團 藤

判 事 長谷川

判 事 杉 山
判 事 片 田

判 事 松 村
判 事 田 邊

判 事 筒 井

常置委員会規程2条1項3号
判 事 寺 本

判 事 谷 口

常置委員会規程2条1項4号

支部長 吉 田

丈 士

恭 弘

愼 治

信 宏

徹

三保子

健 夫

の委員

明 広

吉 伸

の委員

尚 弘

委員長 長 官 八 木 － 洋
判 事 長谷川 恭 弘
判 事 杉 山 愼 治

判 事 片 田 信 宏
判 事 松 村 徹

判 事 田 邊 三保子
判 事 筒 井 健 夫

常置委員会規程2条1項3号の委員
判 事 寺 本 明 広

判 事 谷 口 吉 伸

常置委員会規程2条1項4号の委員
支部長 吉 田 尚 弘

官 八 木 一 洋
事 長谷川 恭 弘
事 杉 山 愼 治

事 片 田 信 宏
事 松 村 徹

事 田 邊 三保子
事 筒 井 健 夫

規程2条1項3号の委員
事 寺 本 明 広

事 谷 口 吉 伸

規程2条1項4号の委員
部長 吉 田 尚 弘

…

’ 2 判例委員会

委員 長 官
同 判 事
同 判 事
同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事
同 判 事

幹事 判 事
同 判 事

同 判 事

2 判例委員会

委員長 長 官

委員 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

同 判 事

幹事 半l1事
同 判 事

同 判 事

八 木 一 洋

長谷川 恭 弘

杉 山 愼 治

片 田 信 宏

松 村 徹

田 邊 三保子
吉 田 尚 弘(金沢支部）

筒 井 健 夫

上 杉 英 司
後 藤 隆

澤 村 智 子(事務局長）
亀 村 惠 子

團 藤 丈 士

長谷川 恭 弘

杉 山 愼 治

片 田 信 宏

松 村 徹
田 邊 三保子

吉 田 尚 弘(金沢支部）

筒 井 健 夫

上 杉 英 司

後 藤 隆

澤 村 智 子(事務局長）

亀 村 惠 子 ’一

－ r） 一
／

ｰ



(別紙第5）

裁判官以外の裁判所職員の人事異動等について

｜
’

|

|

’

｜発令Rll 氏名 ’ 備考新所属・官職旧所属・官職



事務職・墨記職幹部職員等一商裁任命権、参考：最高裁発令事項等

’ 備考新所属・官職｜発令巳I 氏軽 ’ 旧所属・官賑

神谷 秀行｜名古屋地方裁判所裁半ﾘ所謁記官（刑事首庶需昔日官）令・和5.41 名古屋高等裁里ﾘ所裁判所書記官（刑宰首席雷記官） 最高裁発令＊項

最高裁発令半項

最昌裁発令事項

f』古屋地方裁ﾄﾘ所裁ｷﾘ所番記官(fl*首席證記F)

)圭地方裁半II所裁判所害皇己官（刑~聿首j葉書記官）

:手地方裁判所裁ｷﾘ所雰品官（刑＊首席霧記官）

名古屋家庭裁半ﾘ所裁ﾄﾘ所箭記官（少年次唐書記官

谷!」 弘城

後藤 謂圭

【
４
‐
Ｊ
『
１
Ｊ

４
４

５
５

和
和

へ
、

公
、

屋喜裁癸今事項
名古屋家庭裁判所裁判所苦目己官（少年次席書記宮，）令和5．4．1 長谷川 安弘

|最高裁発令事項

|最高裁発令躯項

|令和54J｜早川 太 ｜最高裁判床事務総局皆報政萸課裁判所事務官（参事官） i津地方裁豊ﾘ所裁判所事務官（事務局長）

|令和54’｜竹内淳司| "''i所職員総合研俸所裁1｣Ij所事務官（半務局企画研修漁一課長 |岐阜家庭裁半'|所裁判所事務官（事務局長）

最昌緯発而:1.項

稲井家庭裁単ﾘ所半務自．（事務局長）併ｲ≦

（最高裁発令事項）

癌丼地方裁判所裁判所半務『白．（事務局i之）名古犀高專裁半l1所裁判所半務･g.(事移局会目=課長）合,和5.4.1 雲､:圭 鴎

小林 菖明

中澤 強

佐久” 誇徳

名古屋高等裁判所裁判所聿務官（事務局会計課長

津地内裁判所裁判所事務官（事務周次長）

津家庭裁単'1所裁半'|所事務官（事務局次長）

華地方裁\|1所裁判所事務官（事務局次長）

手家庭裁判所裁半'1所事務官（事移局次長）

１
１

１

４
４

４

５
５

５

０
日

日
系

矛
矛

〈
わ
〈
市

〈わ

|最高裁発令事項

星高裁発令事項’一・

■■■
令和5.4.1

令和5．4．1

(首席書記官) 最高裁発令事I員

最高裁発令事項

名古屋家庭裁ｷﾘ所裁判所書記官（少年首席書記官）

岐阜家庭裁ﾄﾘ所裁半'1所舎記官（首府爵記官）
小笠原晶｜岐阜家庭裁刈所裁判所撰自ﾖ官（首席書記官）
村唾 泰志｜名古屋家庭裁､ﾄﾘ所裁判所密記官（家事次席沓記官）

岐阜家庭裁判所裁半'|所雷さﾖ官

最喜裁発令事項

■■

元 T】

名古屋家庭裁半"l所裁型l1所再記官（家事次席稗記宮）名古屋家庭裁半'1所裁型'1所再記官（家事次席稗記宮）令和5.4.11鈴木 久智鈴木 久智令和5.4.1
'-1
I

最高裁発令事項福茨地方裁判〃『裁判所謂記官（民事首席書記官）令和5-4.1｜佐野 司 |EL|｣地方裁半'｣所裁半ﾘ所事務官（事務局次長）
最I弓巽発毛旦,項

甫l｣｣家庭裁半'j所裁ｷﾘ所事務官（聿務局次

長）併任（最高裁発令事項）

|富山地方裁判"i裁判所至務官(事務局次長）令和〔､.4．11田｢巾 裕 ｜南,!'家厘裁ﾄﾘ所裁判所宰務官（事務局次長）

(民事首席番記官）

(曳串首席書記官）

(民事次席妻記官）

最高裁発令事項

最高裁発令主項

最高裁発令宇項

余沢地方裁ｺﾄ'ﾘ所裁三ﾘ所妻記官

,畠山地方裁判所裁阜ﾘ所書記官

余沢地方裁.|'ﾘ所裁当'｣所書記官

霊松 麻理子富山地方裁半'l所裁\II所誓記官（民聿首席沓記官）

大場 淑江 金沢地方裁ｷ'j所裁判所書記官（民事次鹿書記.R')

原、 出 名占厚地方裁\'｣所裁判所岩言!j'E (総括主任毒記官）
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名簿1

裁判官以外の裁判所職員の昇格等について
(別紙第6）

’

’I
異動・任命後

所属庁 職名

異動・任命後

所属庁 職名|異“俸給表 ’
現在現在

備考氏名氏名

’｜職。所属庁所属庁 職名

｜
|

’

’

！



名簿1
現在 異動・任命後

俸給表 備考昇格級 氏名
所属庁 職名 所属庁 職名

卜

一

上



名簿2

1
J

’
異動・任命後

所属庁 職名

現在

｜
I ｜職名

昇格級 備考俸給表 氏名
所属庁

1

1



名簿3

|騨織｜‘‘I
異動・任命後

所属庁 職名

現在

昇格級 備考氏名俸給表
所属庁 職名



名簿4

氏名 現所属
｜

備考 ’俸給表 昇格級 現職名 新所属 新職名



名簿5

I ．

｜俸給表 昇格級 ： 氏名 備考現所属 現職名 新所属 新職名



名簿6

新所属 新職名 備考現所属 現職名氏名俸給表 昇格綴

’

ノ



(別紙第7）

文書開示状況一覧

令和5年6月1日現在

苦情の
有無

｜

’
開示申出内容

(司法行政文書の名称等）
申出日
(受理日）

終局（通知）結果終局（通知）日

不開示

(文書不存在）
令和4年10月28日
(令和4年11月1日）

令和4年12月5日’

不開示

(文書不存在）
作成日付なし

(令和4年11月17日）
令和4年12月5日2

不開示
(文書不存在）

作成日付なし
(令和4年11月17日）

令和4年12月5日3

令和5年i月'6日|《ｸﾛｰﾏｰ拒否）
不開示作成日付なし

(令和4年11月17日）
令和5年1月16日’4

不開示
(文書不存在）

令和4年11月16日

(令和4年11月21日）
令和5年1月19日5

一部不開示

(不開示情報）

ｊ

日
日

４
７

２
２

月
月

６
６

年
年

４
４

和
和

今
石
《
わく 令和5年1月25日6

I

1令和5…|《ｸ｡箪皇雪，作成日付なし

(令和4年11月17日）

７

不開示

(文書不存在）81<灘瀧絹 令和5年2月20日

手続終了
(申出人所在不明）91(令窮鵜'糾日） 令和5年3月24日

令和5年4月28日
（令和5年4月28日）
※保有個人情報開示申辻

不開示

(文書不存在）
令和5年5月18日10

知）をした開宗甫出である。※ 令和4年~12月1日から令

※ 上記のほか、令和5年6月1日までに終局（通知）をしていない開示申出が18件ある。


